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２ 主要事業 Core Business

Ⅳ 新たな時代に対応した人づくりの推進
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◇ 新たな学びの場創出事業

［ 政 策 企 画 課 ］ 21,720千円

学校や地域、企業、団体など多様な主体と連携・協働し、最先端の知見や地域・民間の活力を活用しながら、「新たな時代の人づくり推進方針」に沿った新たな学
びの場を創出する取組を推進します。

【事業概要】

〇 東京大学先端科学技術研究センター連携事業
東京大学先端科学技術研究センターと連携し、最先端の知見や

ノウハウを基に新たな学びを提供

・「ＬＥＡＲＮ in やまぐち」の開催

身近なものから主体的に学ぶ力の育成や、

好奇心・探究心の向上を目指すプログラム

〇 子どもの創造力等育成事業
企業や団体、学校など多様な主体と連携・協働して子ども向け

のクリエイティブな学びの場を提供

・子ども向けモノづくりイベントの開催

・ファシリテーター研修会の開催

・モノづくり体験活動の情報発信

〇 多様な主体による人づくり協働推進事業
民間企業や団体等が実施する新たな学びの場を創出する取組を支援

・新たな学びの場の創出に対する活動補助（補助率10/10、上限50万円）

〇 遊びで培う創造力育成事業
地域資源を活用した新たな遊びを考えるプロセスを通じて、子ども

たちの自由な発想や好奇心を高める学びの場を創出

・ワークショップの開催 ・新たな遊びの情報発信

〇 明日にきらめけ！維新アカデミー事業
地域で活躍する大人との対話を通じて子どもたちが目指す専門分野

について学び、自らのキャリアを構築できる場を提供

・ワークショップの開催
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〇 各主体のウェルビーイングの観点に着目した取組の支援
ウェルビーイングの観点に着目した人づくりの取組の県内での展開を
目指し、学校や保育の現場などでウェルビーイングの観点に着目した取組
を行う人材の育成

・教育関係者を対象としたファシリテーターワークショップの開催
・保育関係者を対象としたファシリテーターワークショップの開催

２ 主要事業 Core Business

Ⅳ 新たな時代に対応した人づくりの推進

ウェルビーイングの観点に着目した「人づくり」を県内の様々な学びの現場に広げることにより、本県の将来を担う子どもや若者たちの主体性や自己肯定感、他
者と協働する力などの育成・向上を図ります。

【事業概要】

〇 ウェルビーイングの観点に着目した「人づくり」の理解促進
ウェルビーイングの観点に着目した人づくりの取組の
ホームページ等を活用した情報発信

〇 子どもや若者のウェルビーイングを身に付ける機会の創出
子どもや若者の発達の段階に応じた、ウェルビーイングの基礎的知識や
ウェルビーイングを高める考え方などを学ぶワーク
ショップの実施
・中学生・高校生を対象としたワークショップの開催
・大学生・若手社会人を対象としたワークショップの開催
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https://hito21.jp/well-being/

◇ 新たな時代の人づくりウェルビーイング向上事業

［ 政 策 企 画 課 ］ 10,880千円
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２ 主要事業 Core Business

Ⅳ 新たな時代に対応した人づくりの推進

◇ セミナーパーク指定管理事業

 （「新たな時代の人づくり推進方針関連事業抜粋」）

「新たな時代の人づくり推進方針」に沿って、幼児期から子ども・若者の
発達の段階に応じて必要となる力を養うための学びを提供します。（公益財
団法人山口県ひとづくり財団実施）

【事業概要（やまぐち未来アカデミア）】
〇 やまぐちキッズスクール

異なる年齢のグループで自然活動や実験等の体験型
プログラムの実施 [対象者]幼児から小学３年生まで

〇 子ども向け体験型ワークショップイベント
創造力や表現力を刺激する多様なワークショップを
一堂に集めたイベントの開催 [対象者]幼児・児童

〇 やまぐち「志」キャンプ
仲間づくりやふるさと探究を目的としたキャンプの
実施[対象者]小学４年生から中学２年生まで

〇 やまぐち まちづくりセミナー
県内各地のまちづくりの取組を学ぶワークショップ
の実施 [対象者]中学生

〇 やまぐち若者 MY PROJECT／やまぐち探究サミット
社会人・大学生等と協働による地域の課題等の解決に
向けた実践型探究プログラムの実施及び探究活動発表
会の開催 [対象者]高校生等 19

◇ やまぐち若者育成・県内定着促進事業

［政策企画課］ 3,062千円

本県の将来を担い、未来を切り拓いていく若者を育成するため、経済的な
理由で大学等への進学が困難な学生が自らの「志」に基づいて学びを追求で
きるよう支援を充実するとともに、県内で活躍する人材の確保を促進します。

【事業概要】

〇 奨学金返還補助制度の概要
[要 件] 独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金及び公益財

団法人山口県ひとづくり財団の奨学金を併用し、大学等卒
業後、半年以内に県内に居住・就業した者（公務員を除く）

[募集対象者] 令和５年度以降、大学、短期大学及び専修学校専門課程等
へ進学する者

[人 数] 150名／年

[補 助 条 件] 大学等卒業後、一定期間、県内に居住・就業した場合に、
奨学金の返還額の一部を補助（最大５年間）

[補 助 額] 最大20万円／年
山口県ひとづくり財団の奨学金の貸与期間により決定
１年間：５万円／年、２年間：10万円／年、
３年間：15万円／年、４年間以上：20万円／年

[補 助 開 始] 令和８年度～

〇 奨学金返還補助制度の周知
・県内高校生等へのチラシ等の作成・配布
・無料情報誌及びＳＮＳを活用した情報発信 等
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